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令和 6年度事業計画

本会では、誰もが地域で自分らしく安心して暮らせるまちづくりと地域に

理解される社協づくりを目指し、 fともに支えあう、安心・安全 E 福祉のまち

づくり Jを基本自標とする、令和 2年度から令和 6年度までの 5年間を計画期

間とした f第 5期地域福祉実践計画j を策定し、様々な地域福祉課題について

検討を行い、出来ることから迅速に取り組みを進めています。

1 .基本目標

!んともに支えあう、安心・安全 a 福祉のまちづくり ~I

日陵墓本計画

11 r地域づくりを主体的に担う人づくり JI 

地域福祉に関する理解を深める取り組みを行う中で、福祉意識の醸成、

地域福祉活動の担い手の発掘や宵成、ボランティアの養成に努めます。

|2 rみんなで支え合う地域づくり JI 
住みなれた地域でいつまでも安心した生活ができるまちづくりを推進

するために、地域住民とともに支え合う仕組みづくりを推進します。

!3 r自立生活を送ることができる地域づくりJI 
誰もが地域で、安心嶋安全に、健康で自立した生活ができるように、相談

体制の整備、福祉サーピスの充実、権利擁護の推進に努めます。

14 r安心して金活できる地域づくり JI 
災害発生後、被災された地域住民に対する迅速なボランティア活動を

行うため、災害ボランティアセンターの円滑な設置醐運営ための準備を

進めます。

(5 r地域iニ理解され支持される社協づくり J1 

地域福祉を推進する図体として、社協の PR、組織体制の基盤強化、

役職員の資質向上に努め、地域に理解され支持される社協づくりを目指し

す。



幕別町社会福祉協議会第5期地域福祉実践計画(R2""'R6)

事業体系図

第3期幕別町地域福祉計画

E
 

地域づくりを主体的

に担う人づくり

3.ボランティアの養成

1地域で支える仕組みの充実
①機械除雪サポート事業・小型除雪機貸出事業の実施

②生活支援体制整備事業の推進

①いきいきエンジョイ教室の開催

2地域サロン等交流機会の促進 ②町民カフェモコの開催

③住民による地域サロンの推進

2 ①地域福祉活動支援事業の実施

3.地域福祉を支える団体の活動 ②福祉関係団体に対する協力圃支援

支援 ③子ども重祭り支援事業の実施

④社協会長杯ゲートボール大会の開催

4.まちづくりに関わる多様な推進 ①関係機関等との連携による課題とニーズの把握

主体とのネットワーク構築 ②社会福祉法人懇話会の開催

1断らない相談支援体制の構築 ①総合相談事業の推進

2適切な介護サービスの提供 ①ヂイサービスセンター事業の実施

3 晶齢者の就労支援 ① l罰齢者就労センター事業の実施

①お元気ですか訪問の実施

②高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業の実施

4.ひとり暮らし高齢者等の支援
③昼食交流会の開催

④布団洗濯乾燥サービス事業の実施

⑤外出支援(移送)サービス事業の実施

⑥パス遠足事業の実施

①介護用品等給付事業の実施

5介護者への支援体制 ②在宅介護者の集い事業の実施

3 
③車いす貸出事業の実施

6介護予防施策の推進 ①ふまねっとサロンの実施

7障がいへの理解促進 ①ふれあい広場への参画

8.障がい者の崖用・就業の推進 ①障がい者就労支援力フヱノンノの運営

①福祉金庫貸付事業の実施

②生活福祉資金貸付事業の実施
一

9生活困窮者の自立支援 ③生活困窮者等に対する安心サポート事業の実施

④歳未見舞金事業の実施

⑤地域福祉サービス事業の実施

①後見実施機関業務の実施

10.成年後見制度の推進 ②法人後見事業の実施

③中核機関受託の検討

11.日常生活自立支援事業の活用推進 ①日常生活自立支援事業の実施
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①防災に関わる関係機関との連携

②災害ボランティアセンターの設置・運営訓練等の実施

③緊急時の事業継続計画の整備

1.災害時に備えた体制の整備

①広報紙、ホームページでの周知

1 地域に理解される社協づくりの ②チャリティーコンサートの開催

推進 ③地域ふれあい用具貸出事業の実施

④出前講産の実施

5 
①共間募金運動のみえる化

2健全な財務運営と財源の安定 ②中長期的な財政計画の検討

的確保 ③社協理解促進による寄付金の確保

④助成制度を活用した事業の検討

3役職員の資質向上
①役職員の計画的研修の実施

②職員の処遇改善

η
/』



W.事業内容〈法人全体)

0基本計画 1 I地域づくりを主体的に担う人づくりJ

実践計画 具体的な事業内容 主な財源

町内の小料交、中学校、高校で行われる福祉教育

①福祉教育育成事 I及びボランティア活動に対し、助成金を交付し 共同募金

業 推 進 ます。また、福祉教育について学校関係者と協議 320 320 社協会費

の し、新たな事業展開を検討します。 寄附金

• 15校助成対象(小学校8、中学校5、高校2)

②リングプル回収 小中学生を主な対象として、車いすとの交換の

による福祉教育 ためのリングプル回収運動による福祉教育の推

推進 進と、分別のためのボランティア活動の参加を

の 促します。

地域住民の要望に応じて社協職員が集会等に出

向いて、ボランティア活動の紹介、介護保険サー

ビスの利用方法、成年後見制度の仕組みゃ利用

③出前講座の実施 i方法、生活支援体制整備事業(地域の支給い活

動等)の取り組み等について説明します。

-メニューは8テーマを中心に実施

• P16 [法人運営事業}

忠類地区にて、子どもやお年寄り、樟がいを持つ

方たちなどが一堂に会し、もちつきを通して多
共同募金

④ふれあいもちつ!世代聞の交流を図り 交流の中から福祉への気
90 90 社協会費

き大会の開催 づきの契機となるよう「ふれあいもちつき大会J
寄附金

を開催します。

-開催予定 12月

実践窓擦広三 〈単位:千舟〉

実践計画

高齢者やその家族が住み慣れた地域で、安心して

暮らし続けられるよう、住民や多様な活動主体

が連携・協力して、日常の困り事や課題にともに

①生活支援体制整|取り組める住民主体の地域づくりを目指しま

備事業 す。生活支援コーデイネーターを配置して、地域 I 6， 750 I 6， 750 I町受託金

の高齢者支援の担い手の発掘及び養成に取り組

みます。

• P21 '"'-'24 [幕別町生活支援体制整備事業}

n
J
 



ワ〉ボランティアセ

ンターの機能強

化

ランティアに対する情報の収集と発信を行

い、誰でも気軽にボランティア活動に参加でき

る環境づくりを目指し、災響詩を含めたボラン

イアセンターの機能強化に向けた検討を行う

とともに、ボランチィアセンヲーの機能強化に

合わせたボランティアの養成について検討する

など、ボランティアの養成にも努めますO

• P 17"'-'18 [地場話祉事業]

ボランティア活動の推進役として、ボランティ

ア活動希望者とボランチイアの支援を求める者

i との調整活動を行い、ボランティアが活動しゃ
②ボランティアコ i

'1すい環境整備を図るために、
ーヂィネート I

業の推進

ゆボランティア

動助成事業の

し、ボランティ

収集寝提供などを行います0

・P17[地樹高社事業}

11育報の

個人ボランティアに対し、安iちしてボランティ

ア活動ができるよう、ボランティア保険掛金の

助成を行い、個人ボランティアの養成を推進し

ます司

• P17 [地域福祉事業}

社協登録のボランティア間f本並びに偲人ポラン

ィアを対象!こ惜報交換や交流を図ることiこよ

i り ボランティアとボランティアセンター並び
③ボランティア交 i

!にボランティア相互の連携を強化し、さらなる
流研修会の関濯 i

i ボランティア活動を推進するため、ボランチィ

ア交流研修会を開穫します。

• P17 

-4 -

134 141 社協会費

15 12 I社協会費

37 37 I社協会費

30 30 I社協会費



0基本計間2rみんなで支え合う地域づくりJ

実践計画 異{本的な事業内容

公認内の高齢者や簿がい者など自分で除雪が関

難な方の除雪や、公区内の共用地域の除雪につ

いて、除雪!こ係る経費の艶成、 i添雪をしていただ

①機械除雪小サ型ポ除 ける方や除雪をしてほしい方の洗い出しゃマッ

550 I共間募金チング、除雪機や除雪機を搬送する車両の貧し i
実施 出事業の 出し等の支援を本会と公区が連携して行い

す。

月 ~3 月

. P19 [地域福祉事業}

高齢者やその家族が住み慣れた地域で、安心して

し続けられるよう、住畏や多擦な活動主体

が連携・協力して、自 り事や課題にともに

取ザ組める住民主体の地域づくりを自 しま

す ーディネーターを配置して、地域

②生活支援体制整 i住民の普段の生活の中での、何気ないつながり! 6，750 I 6. 750 
や意識しないで行っている支え合いを「地域の

お宝」と呼び、黄震な地域資源、であるいとを地域

住民に意識付けする」とで、地域の支え合い活

動の基盤づくりに取り組みます。

幕別脈札内地区にて、家に閉じこもりがちな方を

対象に、近隣の公共施設に参集していただき、参

⑦いきいきエンジ i加者の希望に応じて健療体操や趣味活動などを

ョイ教室の開催 j行い、地域との連携の申で高齢者の社会参加吾

促進し

・9館所 1~2回/月

保{建揺主ttセンターの一角でボランチィア団体が

中心となって、昼食やコーと一等を無料で提供

号町民力フェモコ!し、近くの住民が気軽に集える地域交流の場づ

の関櫨 iくりを進めるなど、地域食堂の側菌をもっ

2. 226 2，180 I町受託金

90 30 I町播助金

して実施しています。

• P 17 • 19 

r
h
u
 



③住民による地域

サ口ンの推進

地域サロンを運営する住民活動を支援するた

め、サ口ンの立ち上げや運堂に関する相談、新規

サロンへの開設準構に関わる費用の助成、サ口

ン保険料の負担、利用人数に応じた活動助成金

の交付、ふまねっとサボーターの派遣などを行

い、地域サ口ンを運営するスタップ簡の交流研

{彦会を関嬉します。

• 14サロ

• P18'"'-'19 [地樹高祉事業}

503 
社協会費

5891 
町補助金

実賎計麗 具体的な事業内容 I :本年度 i前年度 i主な財源、

地域福祉活動の振興を図るため、住みよい地域

。地域接祉活動支 社会の創造や地域の間生かした繊闘の|

援事業の実路 活動に対して助成を行いますむ

. 8間体へ助成

(2)福祉関係団体に 老人クラブ連合会や障罰連等の各福祉関係留体

対する協力"支 の主嬰行事への協力のほカ¥遺族会の事務鳥運|

援 堂の支援を行います。

忠類地区にて、保育所保護者会が中心となって

③子ども夏祭り支 開催する花火大会や盆踊仏本莫擬屈などの「子ど

援事業の実施 も夏祭り j に対し支援を行いますG

スポーツ じて体力の向上、ゲートボーん愛

③社協会長杯ゲー 好者相互の交流を深め、生きがいと健壊増進を

トボール大会の 高めるともに、高齢者福止の向上を図る」とを I
開催 目的に「社協会長杯ゲートボール大会jを開催し

ます。

①関係機関等との

連接による課題

とニーズの把握

書7内に本部を置く社会福祉法人〈社協、

協会、ひまわ引で構成する「社会本爵止法人懇話
@社会福祉法人懇 i

会jを本会が運営し、地域における公益的な取り

組み等について研究・協議を行います0

1 

6 -

町補助金

500 1 町補助金

共間募金

240 240 社協会費

寄~持金

321 社協会費
事業収入



0基本計随3i自立生活を送ることができる地域づくり j

実践計画 具体的な事業内容 本年度 j前年度 i主な財源

福祉制度及び揺社サ…ピスの情報提供、認知症 u

知的揮がい‘糟神障がい等による日常生活上の

各寝相談、生活困窮者への応急資金(宇都止金庫)

l の貸付、生活揺祉資金の貸付相談、居宅介護支援
①総合相談事業の l

i事業所‘地域包括支援センター・障がい者相談支 I3， 790 I 3， 400 I町補助金
推進 l 

?‘一…比一ぺ自立相談支援事業所等の各関係機関覆

した日常生活を堂むことができるよう

ることを目的に、介護保険法に基づく

及び介護予訪・出常生活支援伊ム事業基づく IA A ^ A"" I A n A 1"¥1'¥ !事業収入
h口 ぃ I 44， 048 I 42， 462 I 

第一号通所事業を実施し、利用者へ親切丁寧か II J 1 .....， t V I 1'-， I V l- I社協財源、

つ適切な介護サーピスを提供します。

• P28~31 

高齢者就労センヲーに登録する会員が自らの経

験と能力を活かし、機くことの中から生きがい

を求めることがで、きるよう、街路樹の努定や革

命高齢者就労セン!取り、公盟の清掃、歩道等の除雪、一般家庭の庭

タ一事業の実施 l木の窮定、農作業や草刈り等の就労の場を提供

します。

• P32~33 

就労センター]

実践計画 具体的な事業内容

家に閉じこもりがちなひとザ暮らしの高齢者に

;対し、顔を合わせて話をする交流の機会を確探
①お元気ですか訪 i

lしていくために、自宅を訪問し、日常会話を交わ
間の実施 i 

2 しながら高齢者の孤独感の解消を図ザます。

・2

-7 

59， 667 I 62， 982 I事業収入

本年度!前年度 i主な財源

197 3621 町受託金



高齢者の方々が畠立した生活を堂むことができ

@高齢者世話付住 iるよう、道営とかち野団地に生活援助員を記震

宅生活援助員派川、各種相談の対感慨苔確認などを行いますo 1 3， 115 I 2， 988 1 町受託金

遣事業の実施 1 ・平日 8時45分'"'-'17時30分(年末年始除く〉

に、ふれあいセンター福寿に参集していただき、

③昼食交流会の瞬;ボランティアの方たちが作る昼食やゲームなど

催 lで交流し、地域との連携の中で高齢者の社会参

部変促進します0

・足 1剖/4丹'"'-'12月

身体的、環境的に布団乾燥が国難な方iこ、布自の

洗濯乾燥サ i洗濯乾燥サービスを提供し、保鑓衛生に舵慮し

ーピス事業の実 lた日常生活を支援することを目的に、布団など

箆

153 153 I 町受託金

43 431町受託金

輔キし内地区にて、移送車両により、利用者の

@外出支援(移送)I自常生活における外出手段の確保と科捜性の向

サーピス事業の i上を割、行動範罰の拡大を推進することを自 I1 0， 493 I 1 0， 492 I町受託金

実施 i的に、遇税や翼い物などに対し支援をします。

-平日の呂中(年末年始除く)のみ/通年

忠類地区にて、家!こ閉じこもりがちな方を対象

に、春と秋の2問実施しています。普段体験でき

ない鑑費や見学、翼い物、食事などのプログラ

によ守、高齢者の社会参加を促進します。

150 150 

。介護用品等給付

事業の実施

おいて、重度の介護を必要としている方

を介護している家族の経済的免担の軽減を図る

とともに、介護を受けている方の在宅生活の支

援を諮ることを呂的に、介護用品等の購入に係

る費用の一部を助成しますG

(上F路震〉まで助成

2. 911 2.913 

い事業の実施

日頃の介護体験な

交流の機会を提供し、

を図ることを盟的に、日j帯当旅行な

て在宅介護者の集いを実施しますc

. 2 

138 138 I 町受託金

nc 



③車いす貸出

の実施

ふまねっとサボ…ターの協力により、幕男Ij北コ

ミニエニティセンタ一、幕別町保健撞社センター

①ふまねっとサ口!を会場として、点、ま拾っとを活用した社協が運

ンの実施 |営するサロンを実施します。

⑦ふれあい広場へ iふれあいを通じて患いやりの心を育むこと、

の参画 iた、住民間土のネットワークづくむの場を自的

い者就労支

援力フェノンノ

の運営

業の実路

として、ふれあい広場を開催していますっ

9月

本L内コミュニティプラザにおいて、 i牽がい者と

ボランティアによる力フェ安週営し、障がい者

の…般雇用iこ向けた活動を支援するととも

家に閉じこもヲがちな高齢者や子育て中の母親

と子供たちが気軽に交流できる居場所をつくり

ます。

し、緊急不時の出費を裂する

応怠資金の貸付を行うことにより、経済的自立

と福祉の増進諮ることを自的に、 5万円を濃度

iこ無利子で、貸付を行います。

. P25 トセンター

まくさぽ}

2 

39 

6. 118 

500 

91社協会費

事業収入

5，9781 町補助金

社協財源

500 I社協財源、



厚生労犠省の所管事業として、北海道社会揺祉

協議会が実施している生活福社饗金の貸付事業

を受託し、一時的に生活に困窮している要援護

②生活福祉資金議 i者や離職者の自立支援を箆るため、

付事業の実施 i員児整委員と連携を罰りながら、軒度の周知、

談対誌、貸付支援等を行います。

引
い
協
金

当

社

託

窮
道
受

nmv 

円

hυハ対
U

η
/い

吋

I
J

A
仏
.. 

内
〈

U
A
伶

• P25 トセ

北海道社会撞祉協議会及び道内の社会福祉法人

による拠出金を活用し、生活圏窮者の自

けた相談支援事業を行い、緊急的な支援が

必要な人!こ対して、灯油、家賞、電気料金等の支

払代行〈現物給付〉による経済的援崩事業を行い

ます。

. P25 [幕別町成年後見サポートセンタ

くさ;ま}

経済的に支援が必要とされる世帯等に歳未たす

けあい募金を活用した歳未見舞金を鰭ること

で、経済的負担を軽減するとともに、新たな年を

る時期iニ支援を必要とする方たちが、地域

らすことができることを自的に実

施します。また、歳未見舞金事業のあり方につい

ても検討していきます。

※議来見舞金は令和4年度を以って廃止

議来たすけあい募金を活用し、議末時期又iま歳

末時患を合む冬期間に、経済的に支援が必要と

される世帯等を対象に、地域福祉サー

します。また、地域福祉サー

のあザ方についても検討していきます0

・ほほえみサポート 12月

※福祉除醤サービスは令和4年度を以って廃止

対する安心サポ

ート事業の実施

20 20 1 事業収入

@i告域指社サ…ピ
350 400 

務の実施

成年後見制度の普及・啓発と相談対応、家庭裁判

所への申立手紙の支援、市民後見人養成研移及

び市民後見人養成研修移了者フォローアップ研

{妻、後見実施機関運営協議会の運堂等を仔いま

す。

• P25~26 [幕別町成年後見サポートセンタ i 

くさぽ]

2， 874 2，7441釘受託金

10 -



認知症、知的離がい、稽神障がい等により、判翫

能力が:必ずしも十分でない方の権利や財産を守

るため、成年後見制度における法人後見事業を

します。法定後見〈後見"保佐'補助〉の受

任により、成年被後見人等の身上監護(生活、

②法人後見事業の|養看護に関する事務)や財産管理〈関金の管理

及び払い民し等)を、法人後見支援員と連携・協

力しながら、職員が後見活動の実務を担います。

また、法人後晃事業の適切な運営を図るため、法

人後見濡営安員会を運営します。

• P26~27 トセンタ

ーまくさぽ}

町成年後見制度利用促進基本計調に基づき、成

年後晃容j度における中核機関の受託について、
③中核機関受託の j

町と検討在行います。

実践計画

• P26 トセンター

まくさぽ}

具体的な事業内容

北海道社会福祉協議会から委託を受け、認知症、

知的障がい、精神樟がい等jこより、判断能力が不

十分な方が地域において自立した生活を送れる

よう来日用者との契約に基づき、福祉サービスの

利用援助、日常生活の相談や金銭管理などの援

助を行うことで、安心して生活できるよう支援

します。

• P26 [幕別町成年後見サポートセンタ

くさ

-11 -

1， 944 I 2， 160 I事業収入

本年度 i前年度!主な財源

120 120 道社協



0基本計画4r安心して生活できる地域づくり j

実践計器 呉鉢的な事業内容

自?訪災担当部署と年1間以上防災意識の共有や

①防災i二関わる関 1
1
1警報交換を行い、災害発生時の連携強化!こ努め

探機関との連携 iます。
・1自以上/年

②災害ボランティ i災害ボランティアセンター設置要運鴬マニュア

アセンヲーの設 iルに沿った模援訓練等を実揺し、災害発生後の

災害ボランティアセンター設置-運営を円滑に

の実施 |進めるため、平時より準嶺を進めていきます。

通常業務が菌難となるような大規模地震及び風

市中感染症が発生した際iこ、

福祉サーピスを中断しないために、「緊急時の事

@緊怠時の事業主建 j業総続計蕗〈巳CP)Jを策定し、職員への局知

統計国の整犠 iを留ります。また、鎚詩検討を重ね、災害後の

早期複i告を図ることが出来るよう訓練等も行っ

ていきます。

. P17 

-12 

本年度|前年度;主な財源



0基本計画5r地域に理解され支持される社協づくりJ

実践鎚模工

実践計画 具体的な事業内容 l本年度 l前年度 1主な財源

地域住民の福祉活動に対する理解や社協事業へ

の参加を促すため、定期的に広報紙(社協だよ
共同募金

①広報紙ホームベ|り)を発行し 社協活動への理解促進に努めま
1. 217 1. 217 社協会費

ージでの周知 す。また、ホームページにおいてもリアルタイム
寄附金

の情報を提供します。

• P16 [法人運営事業]

共同募金圃社協事業のPRと音楽を通じた住民

②チ リT-{-:J I同士のふれあいを目的として、年1回チャリテ
ヤァイーコ

10 ンサートの開催 ィーコンサートを開催します。 I

※チャリティーコンサートは令和5年度を以つ

て休止

公区や町内で活動している団体を対象に地域福

祉活動や地域交流活動を支援するため、無償及

③地域ふれあい用 び低額で山一ョン用異等の貸し出しを 1

具貸出事業の実 行い、地域貢献と社協のPRを行います。 40 社協会費
施 -縁日グッズ(貸出料金"-'1 f幾濯1回 1，000円)

-レクリエーション用具・貸出用テント(貸出

料金~無料)

地域住民に対し社協が行う福祉サービスの内容

などについて説明し、社協に対する理解を深め

ていただくとともに、住民とのつながりを深め

④出前講座の実施|ることで、地域福祉の更なる向上につなげてい

きます。

-メニューは8テーマを中心に実施

• P 16 [法人運営事業}

〈韓三役:千円〉

実践計画 具体的な事業内容 本年度 前年度|主な財源

共同募金助成金は、地域福祉事業の有効な財源

となっており、地域で集めた募金が地域のため

①共同募金運動の に使われる仕組みを PRし、共同募金委員会と

みえる化 連携を図るとともに、地域に貢献できる事業へ

の助成金の活用について検討していきます

. P16"'-'17 [法人運営事業]

ηベ
U

4
1
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中長期的な財政計雷の検討と公費財源のルール

中長期的な財政|化に向けた協議を町と行い、

計器の検討 iと慕金の計直的還期による安定的な財政運営に

努めます。

地域福祉活動の推進や社協活動の理解促進によ

@社協理解促進に iヲ社協が住民にとって身近な存在になるよう務

よる寄村金の確 iめるとともに、住民がいつでも気軽に寄付がで

保 jきるよう寄付金の使途や税制上の優遇措置のP

Fミを行います。

社協の基盤整錆や地域福祉の推進にあたって、

③蹴制度を活用(道社協や閣の捧助金などの助成制度を積極的に

ワ〉役職員の

萌諺の突施

活用できるよう、長期震盟に立つ

します。

安対象とした研穆会及び視察研穆の実施、

よる職員研移会の開催、北海道社会

撞祉協議会等が主催する各撞1iJ幹参会への積極的

な参加により、役員及び職員の資賓の向上を進

めます9

. P16 

職員の労働条件の改善や職場環境の整寵なー

争職員の処活改善|職員の労犠環境や福祉向上に向け、職員の処遇

改善を行います。

14 -

355 
社協財源

3571町受託金

事業収入



v.事業内容の詳細について(事務局係別)

1 総務地域福祉係

[法人運営事業-地域福祉事業]

1 謀本方針

の地域社会は、少子高齢化や核家族化の進行に加え 住民一人ひとりの生

の多様化により、私たちを取り巻く環境は大きく変化し、人と人のつながりが薄れ

るなど、地域における支え合いの働きが缶下してきています。地域福祉の推進を図

る中核的な団体として、地域から信頼され必要とされる組織を呂指し、住みt撰れた

地域で自分らしく安Il)して生活を続けることができるよう、地域を基盤とした

相互の支え合いによる「地域共生社会Jの実現に向 iナて、地域福祉活動を実践し

いきます。

2 事業日

{法人運営事業〕

法人組織のガパナンスと経営基盤の強化を国ザ、財源・人材 m 設備省 '1喬報を有効

活用し、効率的な法人経営に努めるとともに、住民ニーズに基づいた、社協らしい

機能的価値及び付加価値のある福祉サービスや支援の提供が図れる組織体制の整備

に努めます。

{地域福祉事業〕

地域住民が、自分らしく生き生きと、住み慣れた地場で安心して暮らせるための

r IJ¥地域ネットワーク活動」を推進します。また、地域住民が住みi慣れた地域の中

でより充実した暮らしができるよう「ボランティア・地域活動Jへの参加や f新し

い仲間・居場所作り j などの‘健康作ザやつながり支援"にも努めます。

3 事業内

〔法人運営事業}

(1 )会務の

会務の遥正な運営と組織基盤の充実‘強化を図ザます。

会(年 4 由 ~6 回)

会〈年 2回〉

③三役会(年4回__， 6回)

による法人運営委員会〈年 3図〉

⑤生活福祉資金等貸付調査委員会〈年 1@]) 

15 -



⑥職員全体会議(必要時)

⑦係長会議(毎月〉

(2)定期監査の実施と財務諸表等の公

業運営の透明性を確保するため、適正かつ公正な支出管理に努めるととも

に財務諸表等を公表し、一般の関覧!こ供します。

①監事による定期監査(呂半期ごとに年4回)

②社協だより、木一ムページによる財務諸表等の公表と

(3)役員・職員研修の推進

の備え 〈臨時)

役員を対象とした研修会及び視察研穆の実施、職員研修会の関穫、北海道社

会福祉協議会等が主催する各種研修会への積極的な参加により、役員及び職員

の資震の向上に努めます。

①役員研修の実施(年 2 盟~3 回)

φ職員研修の実路〈随時)

(ヰ)事業財源の確保と財政基盤の強化

社協の財源は、町かちの人件費補助及び事業受託金のほか、社協会費、寄付

同募金助成金等によって支えられており、地域に密着した事業活動を

関することによって、安定した事業財源の確保を図りま 7 0 

①社協会費を活用した身近なサーピス提供による社協会費の見える化(随時)

②住民が納得できる事業展開による公的財源の安定的確保(随時〉

(5)広報'啓発活動の推進

広報姐啓発活動の充実強化に努め、地域に理解される社協づくヲを推進します 0

0社協だより e ボランチィアだよりの内容充実(年4自発行)

社協の活動内容及び福祉構報を各世帯に提供し、地域揺祉活動を啓発する

ため、社協だより・ボランティアだよりを発行しますの

②ホームページ(フェイスブック)による 1)アルタイム構報の配信(髄時〉

イメージキャラクターの活用による親しみやすさと社協認知度の向上〈髄時〉

④ふれあい出前講鹿の実施

地域住民の皆様からのご要望に応じて社協職員が集会等に出向いて、ボラ

ンチィア活動の紹介、成年後晃容j度の仕組みゃ利用方法、地域の支え合い活動

の取り組み等について説明いたしますり

(6)共間募金運動〈幕引j町共同募金受員会〉の活性化

共再募金助成金は、地域福祉事業の有効な財源となっており、 f地域で集めた

募金が地域のために穫われる仕組みjをPRし、募金運動の活性化に努めます。

共同募金 e 歳未助け合い募金の使われ方を重視した PR活動 (10月'"'-'1 2月〉

②共需葬金寄付金付窓ピンバッジの販売(年間)

③市町村地域助成金の記分(5月〉

④識末助 iす合い募金の適正な活用(12月)

-16 



(7) 緊急時の事業継続計雷の整備

通常業務が翻難となるような大規模地麓及び風水害、市中感染症が発生した

際に、重要業務や福祉サーピスを中断しないために、 f緊急時の事業継続計閤

(B C P)J を策定し、職員への周知を図ります。

(8)第 6窮地域揺社実践計画の策定

第 6窮地域福祉実践計践が今年度末をもって終期を迎えるため、第 6期地域

福祉実践計艶を今年度中に策定いたします。

〔地域福祉事業]

(1 )ボランティアの宵成・活動の充

地域づくりを主体的に担う人材の育成を目的!こ、ボランティア活動のマツ

ングやボランティア団体の活動支援、ボランティア意識向上のための各種研務

会を実施します。また、町全体の地域活動 jこ対する意識付けを目的とし、よりボ

ンチィア活動を身近に感じてもらえるように、町民カフェ MOCOの規模を

拡大し、地域住民と個人・団体ボランチィアが触れ合う機会を増やします。

①ボランチィアコーヂィネートの実施

ア ボランチィアに係る相談やボランチィア斡旋業務の継続実施

イ fボランティアリーダー(復称)Jの検討

このボランチィア 1)…ダ…!立、地域サロンや地域住民活動(集いの場)fこ

訪問し、活動内容や活動の様子が分かる物(写真など〉を社協に報

してもらう役誤を想定しています。また、コーヂィネータ…と鑓人ボうン

ティアのあり方についても、協議を行いますの

②ボランティアの活動支援

ァ r~、ランチィア茶話会j の関穣

ボランチィア茶話会は、{堕入や毘体ボランチィアの皆さんが、ボランテイ

ア活動の相談や菌りごと、今後してみたい活動などを話し合い、今後の

ボランティア活動へのとントや活躍の場の提供を目的に開催します。

イ ボランティア愛ランド・ミニ愛ランドへの参加

ウ 独自研修の実施

ボランチィア間の交流やモチベーション維持、活動の視野を広げること

を目的とした 1泊 2日の独自研修を社協で企画し、実麗します。なお、

ボランティア愛ランドへ参加する場合は、独自研務は中止としま 7 0 

③町民カフェ MOCOの実施

ァ f富了民カフェ MOCOJの鰐櫨(幕別地区)

」れまでの協力毘体に加えて、主に鰻人ボランチイアを中心とした新た

なボランチィア団体 fカフェ MOCOサボーター(仮称)J 0)結成を協議し

す。
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イ f出張版、町民カフェ MOCOJ(仮称〉の開催(札内地区)

札内地区でも「町民カフェMOC OJを関穫できるかどうか、先のサボー

ターと協議を行います。札内地区の関縫を通じて、新たなボランティアや

カフェ MOCOサボーターの発握、カフェに参加された方ヘボランティ

ア活動iこ興味・関iむを持ってもらうことを目的に実施します。

④災害ボランチィア研務会

儲人・間体ボ、ランティアを中心i二、被災地ボランチィアの研修会や平詩から

災害に備える取り組みなど講演会などを関穫します。

地域ボランティア事

ブルタブ分別隊の実施。令和 6年度も引き続き、

タブ e 古切手の分別活動を実施します。

(2)地場サロンの推進

?毘(第 4 己)プル

令和 G年度!ま、各サロンへの栢談支擦を継続する{也、町内の地域サロン簡

での相談や'1警報共有を行う f地域サロン交流会jを引き続き実施しますG また、

寿町と桜町!こ新媛サ口ンが関設予定となっているため、そ Cサポートも行い

ながら、町内に地域サロンや地域住民活動(集いの場)を始めとした活動の場審

所作りを拡げて行きます。

サロン活動助成金'開設支援助成

サロン活動助成金は、各サロン 1聞の開催!こっき、活動費として 1，000円

勧成します。また、開設 2年目以降のサ口ンについては、前年の実績数(参加

入数)x 50円を加算して助成します。開設支援助成金については、開設初年度

の地域サロンを対象に、サロン活動助成金とは別!こサロン運営に必要な犠

等の準儀金として 10，000円を助成します。

②サロン運常支援事業(立ち上11相談、サ口ンの巡回訪問、保険の加入〉

地域サ口ン立ちょげの相談や巡侶訪問によるサロン溜営の見守ザ、安全に

動を諜接するための保験加入を行います。

③地域サロン交流会の実施

今年度も年 1'"'-'2問、町内で活動している地域サロンを対象にな色域サ口ン

交流会j を実施します。ここでは、サ口ン内の相談や関りごとなどを共有し

合い、今後のサロン の七ントとして役立ててもらうことを呂的とし

いま;;0 

④ふれあい農園サ口ン fゆたかJ(ボランチィアによる運営〉

年度も昨年同様にふれあい農盤サロン fゆたかjの運営を行います。今年度

で3年が経過するため、少しずつ参加者に任せる部分を増やし、将来的iニ法

自主的な活動として運営を任せる予定です。また、町内会や地壊住民向士で

空いた土地を手当期した畑の運営について相談が数件あることから、その支援

も行います。
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③ブチ活動支援金(仮称)の検討

近年では担い手不足や高齢化により、 fお金の管理(会計)をしたくない、なり

手がいないjという相談が窃体より多く寄せられていることから、年iこ1館、

地域サロンや地域住民活動(集いの場〉などを対象に少額の活動支援金を助成

する fブチ活動支援金(仮称)Jを横討します。この支援金は金額を少額とする

ことで、活 の報告のみで収支報告を不要とすることを想定しています。

(3) カフェノンノの運常

カフェノンノは、障がいのある方等〈ひきこもりの方等を合む〉の中間的就労

の場や中札内高等養護学校の実習先など、障がいがある方等の自立支援を行う

側面と、地域の皆さんが気軽に交流できる地域の岩場所としての機能を持って

います。新メニューの開発やインスタグラムによる PR活動など改善を図りなが

ら運常を行います。

(4)除雪サポート事業の推

齢者や障がい者の在宅生活の支援と公区内の福祉コミュニティづくりの

形成に資することを自的に、[機械除雪サポート事業Jr小型除重機貸出事業Jを

行います。

⑦機械除雪サポート

除雪機械を用いた高齢者世帯等への除雷や地域コミュティ維持を目的とし

た除雪iこ助成金を交付します(手押型 500円、乗用型 1，000丹/1田)。

②小型除雪機貸出事業

公区内のまとまった除雪活動に際し、一時的に社協が所有している除雪機

を露し出します〈燃料代のみ突費負担)。

(5) ひきこもり地域支援センタ一事業の推

fプルタブ分別隊j で手先を競った作業、「農鐘サロンj で身体を動かし野

育てる、お食事の配膳やお茶を飲みながら誰かと交流できる f町民カフェ

MOC OJなど様々なニーズに応じて、ひきこもりの方が参加できる体制作り

を行います。地域住民の一員として活動に参加することで社会復婦へのきっか

汁作りや縫康・仲間作りを支援していきます。

(6)生活閤窮者支援等のための地域づくり事業の推進

本会が事業主体として実施しています、「地域サロン支援Jr除雪サポート

業Jr町民力フェ M0 C OJの各事業を通して、地域住民による共助の取り

組みを促進し、安心して通える居場所の確保や地域資源を活用した連携の仕組

みづくりに資するよう、生活沼窮者支援等のための地域づくりを推進します。

特に「町民カフェMOCOJに関しては、{麗人，毘体ボランティアを中心に、

新しくボランティア盟休 fカフェ MOCO サポーター(仮称)~を結成し、年に

数回稜度、幕見IJ地区だけではなく札内地区での開催が出来るように規模を広げ、

より多くの方々が参加できるよう進めます。
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{法人運営事業膚地域福祉事業年間予定表】

4月|・年度始め(辞令交付式等)
| 法人運営委員会(事業報告 | 社協だよりの

-決算等) 発行

5月|
-第 4四半期及び決算監査

.=役会(事業報告・決算等)

6月|
-理事会・定時評議員会(事

| 業報告=決算等)

.=役会(顕彰等)

7月 I.社協会長杯ゲートボール大会 | 理事会(顕彰等)(i-fu~ ~ tJl: ~ I 社協だよりの
. i，去人運営委員会(地域福祉実 発行

践計画評価等)

8月! -第 1四半期監査

9月 I.ふれあい広場

-保健福祉センター避難訓練

"赤い羽根共同募金運動開始

10月| 圃まくべつ産業まつり街頭募金 -社協だよりの

運動 発行

-共募法人募金運動

-=役会(歳末募金助成)

11月 I.表彰式 -理事会(歳末募金助成)

-第 2四半期監査

12月 I.歳末たすけあい募金運動開始

-ふれあいもちつき大会

1月|・仕事始め(辞令交付式等)
-法人運営委員会(事業計画 -社協だよりの

-予算等) 発行

-第 3四半期監査

-新年度予算ヒアリング

2月| -生活福祉資金等貸付調査

委員会

-=役会(事業計画・予算等)

3月|
-理事会開評議員会(事業計画

-予算等)
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{幕別町生活支援体制整備事業]

1 基本方針

生活支援体制整備事業は、介護が必要になっても誰もが住み慣れた地域で自分ら

しく暮らすことができる地域を目指して、高齢化iこ伴う様々な生活諜題に対し、

これまでの専門職による医療、介護サーピスに加えて、地域住民やボランティア、

社会福社法人、民間企業、 NPO法人などの関係機関と協調しながら、支援体制

の充実、強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを自的として

います。

2.事業目標

新型コロナウイルス感染症拡大による地域活動の制限は、さまざ、まな活動!こ

対するモチベーションの低下や、地域住民間土のコミュニケーシ 3ンぬ希薄化に

大きく影響した一方で、感染予防に配慮した経験をもとに f途切れないつながり j

のたぬの様々な工夫が生み出されました。長引くコロナ禍を経た地域活動を通し、

入と人とのつながりの大切さが再認識されるとともに、つながり合う暮らしの

再構築がよりー矯求められているところですG

これらの経験を踏まえ令和6年度は、人と人とのつながザを守るための了壊な

関わりを慕に、つながり合う暮らしの再講築を目指し、助It合いのまちづくりの

基盤整備に取り組みます。

また、支え合いを我がごととして住民司士が共有する機会を設け、地域活動の

理解者宵戒に向ftた取ザ絡みを進めます。

さらに、つながりや支え合いの大切さを世代を紹えて広く共有することで、

次世代の地域づくりの担い手を青み、地域活動への共感を広めます。

これらの取り総みを踏まえ、住民が主体的‘発展的に地域活動変実接できるよう、

新たなつながりや居場所づくりの機会創出を推進します。

3 事業内容

(1)助け合いのまちづくりの基盤整錆

地域へ出向く丁寧な取材活動を通じて、幕別町民の臼常生活に隠、れている

f人と入とのつながりご地域のお宝j を掘り起こします。

取材成果を文書化することで広く住民へ周知し、人と人とのつながりに

対する共惑を広めることで、助け合いのまちづくりを醸成します。

また、町内の地域サロンや集いの場などの活動場所をまとめた fつながろ

マップまくべつj を作成し、町民の活動参加に対する働きかけ安行います。

寸
E
I

ηノ'」



-研修会参加への取材、又は情報提供による取材

-地域サ口ン、老人クうブ、民生委員児童黍員、ボラン

ィア団体等の撞祉関係語体への取材

-取材対象者かちの紹介での取材(芋づる式取材)

緑地域おこし協力i雄、役場等関係機関と連携した取材

取材をまとめた小冊子ト年間の取材成果を町内各地域(幕別、札内、忠類)

「まちびと j の発行 | のバランスを考慮、しつつ、広く町民が理解しやすく

として感じてもらえるような事制を揚載した

小冊子を作成する

お宝ミニ広報紙「まちび I.年ヰ回発行の社協だよりに掲載し、年 1自の fまちび

と増刊号j の発行 ! とjでiま間に合わないタイム!)ーな地域のお宝を紹介

る

出前講経の実施 | 町内会や地域サ口ン、老人クラブヘ出向き、「地域の

お宝講座j を実施。牢真や動闘を用いてよりわかり

やすく伝える

担当職員のスキルアップ| 先駆的な散ザ絡みの学習や町民への照知方法のスキ

んアップを目的に研修会ヘ参加

つながろマップまくべつ| 幕別町内の地域サ口ンや集いの場などの活動場所を

地区ごとにまとめた…覧マップを作成する。マップ

は印刷物として町民へ共有し、都度見醸しを行いな

がら継続的!こ作成していく

(2)立ちiデ合いのまちづくりを担う理解者育成の取り組み

幕別町民の日常生活にある fお宝jについて町内住民が広く共有することで、

つながりや支え合いの価イ躍を共に実感できる fあったかつながり発表会j を

開催します。

また、発表会をきっかけとして禽内会や老人クラブ等、小さな単位の集まり

の場を活用し、住民間土色話し合いの場を持つことで、身近な地域におけるつ

ながりや支え合いに対する理解を深め、地域における活動者の青成を進めます。

「あったかつながり発表ト町民が登壇者となり、身近な人とのつながりや気に

会j の実路 ! かけ合いなどを紹介する事例発表会を実施する

を聴講する参加者も、地壌のおさ主に気づくこと

ができるよう、発表会と懇談会を一体的に突擁する

地域のお宝懇談会 卜発表会参加者以外の町民にも広く fつながザ jの大切

さを実感してもらうことを目的に、さまさfまな集まり

の場を活用し、住民間土が自由に懇談できる機会を

設ける
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くべつつながり産談会 I.自分たちの暮らしている地域について話し合う機会

を設けることで、つながりや支え合いを設が事とし、

理解を深める

-話し合いの内容から、新たな集いの場やサロンの

婆望が生まれた場合には、住民が主体的に進められ

るよう後方支援を行う

研修会・学習会を通じた I.外部講師を招官、地域のつながザについてより実践的

理解者の背成 i でわかりやすい研穆会を開催する

‘グループワークを通じて、参加者が身近にある地域の

お宝に気づき我がごととして捉えることで、周囲へ

の啓発を促す

(3)次世代を担う人材荷戒の取り結み

学校授業としての高校生との協働活動を還し、地域住民の集まりの場へ高校

生が参画することで、地場におけるつ怠がりや支え合いについて若い世代とし

て考え、体験し、発信する機会を設けます。

また、中学校や地域住民と連携し、中学校を活用した地域住民と中学生の

交流の場を創出します。

高校生との協織活動

f地域連携マイプロジェ

クトj

中学生の地域活動体験

fごちゃまぜ00(マル

マjレ)J

a 幕別清陵高等学校の総合的な探求の授業において、

生徒が地域企業 a 団体等と連携してプ口ジェクト

!こ取り紹むプログラムを活用する

a 幕別社協として参蕗する「高校生サロンをつくろ

う!Jの計密に沿って、高齢者サロンや地域住民の

いの場へ高校生が参癒する

-高校生として感じたつながザの大切さを fあったか

つながザ発表会jを通して広く住民と共有し、世代を

超えた共通認識を図る

-忠類地域の住民による、忠類中学校生徒を交えた地域

のつながりづくりについて話合う場を活用し、学校

の活用や、中学生の地域活動への参加について話し

う場を継続して設ける

-中学校の空き教窓を会場に地域サロン等を開催し、中

学生と地域住民の交流の場を創出する

-世代を超えて集う場等を還し、中学生として地域住民

とのつながりや支え合いについて理解する

(4)新たな地域のつながり作り

地域活動への理解者や若い世代の担い手を含め、地域住民の気づきを行動

につなげる機会を地域の中に創出し、身近で気軽に集える場づくりをはじめ、
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ボランチィアなど対外的な活動への意識づけや、傭人やサークル活動の拡充を

顕るなど、住民が主体となる新しいつながザづくりを推進します。

-地域住民のつながザ作り、居場所作りを目的に実施

での活動として農作業を中lむに行い、継続的な

活動を自

事収穫した野菜を利用し、参加者同士の交流や地域住民

の新しいつながり、居場所作サを自的とした地域食堂

や野東販売などを予定する

集いの場創出事業 十地域住民や町内会、高庖等、地域に出向いた取材活動

等の中から、住民が集まるきっかけを見出す

-身近で気軽に参加できる居場所づくりやサロンなど、

新たな集いの場づくりが創出されるよう、性民へ

働きかけを行う

が主体的に取り組めるよう、社協として程よい

距離を保ちながら丁寧な関わりを継続する

いいもの・宝もの い幕別町舟で活動している個人やサークルの制作団体

おひろめ会 I (陶芸、絵手紙、手芸など〉を対象に参加を呼びかけ、

作品を紹介する農覧会を関鋸する

を通じて、地域住民に町内の様々な活動を紹介

し、新しいつながりづくりや居場所づくり、各開株の

モチベーション維持 a 向上を図る

地域サ口ン交流会 ト長引くコロナ嬬や議参加者の高齢化等、現在と今後の

サロン運営等について話し合う場として、運営支援者

を中心とした交流会を突織する

総サロン運営については、都度の相談による活動支擦も

継続する

新たなつながちづくりにい地竣住民間土の関保性構築や、支え合いにつながる活

向けた活動の企蕗傍挨討| 動の場づくりのたさち、登下校時の児業生徒の見守ヲ

など、日墳の暮らしの中で負担なく取り組める新た

な活動への欝きかけを行う

-地域の老人クラブや地域学校協議活動などと連携し、

新たな活動の場について情報交換等を行う
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2 生活支援{系

[幕別町成年後見サポートセンターまくさぽ〕

1 .基本方針

認知症、知的i撃がい、精神捧がい等により判野能力が十分ではない方が、成年

後見制度や日常生活自立支援事業等を的確に利用できるよう支援を行うとともに、

これらの人が住みt慣れた地域で、安心して暮らせるよう、地域住民及び関係機関と

協力して支援することにより、権利擁護を通じて地域揺祉の向上に資することを

目的とします。

2.事業自

(1 )経済的な影響により生活留窮に焔っている方々に対して、関係機関と連携しな

がら、生活楢祉資金等の貸付相談を中lむとした総合相談の強化を~ります。

(2)市民後見人フォローアップ額修や町民向講鹿について、多くの方が参加できる

方法を検討し、実施に向けた取ザ頼みを進めます。

(3)市民後見人の人材を青成し、権利擁護事業の継続が出来るよう、体制づくりに

努めます。

3事業内

(1 )総合相談事業(幕別町社会福祉協議会の独自

①播祉制度及び福祉サーピスの/1警報提供

@認知症、知的障がい、精神欝がい等による日常生活上の各種相談

の応急資金(福祉金庫〉の貸付、生活用品の給付〈安心サポー

ト事業)

⑧生活撞祉資金(北海道社会福祉協議会事業)の貸付相談

③居宅介護支援事業所、地域包括支援センタ一、障がい者相談支援事業所、

とか名生活あんしんセンタ…(自立相談支援事業所)等の各関保機関、幕見IJ

町役場担当部署へのつなぎ役を担います。

⑤ひきこもり地域支援センタ一事業の桔議窓口の

幕別町と連携し、町が実施主体である「ひきこもり地域支援センタ -Jの

相談怒口を設置します。また、ひきこもり事業の男知や潜在的なひきこもり

の方の早期把援にも努めま

(2)後見実施機関業務(幕別町からの

⑦成年後見制度等に関わる相談及び支援の実施

成年後見制度を必要とする人(以下 f対象者Jと言う。)やその親族、支援
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者や関係機関から、成年後見制度に関する椙談に応じます。また、必要に

応じて、成年後見制度以外の各穣揺祉制度等についても説明を行い、地域包

括支援センタ一等の関探機関と対象者の支援について協議を行います。また、

地域住民が成年掻見制度を利用しやすい捧制作りを進めます。具体的には、

速やかに法定後見の審判が下りるよう、成年後見制度の申立支援を推進し

ます。

③成年後見制度の普及啓発

成年後見制度の普及啓発を推進するため、出前講座による成年後見制度の

普及啓発を積機的に実麗します。単柱老人クラブ、地域サ口ン、幕別町内の

介護施設及び樟害者施設等iニ対して出前議産め開催についてアブローチしま

また、幕55IJ町民向けに、成年強児制度や権きIJ擁護等に関する講鹿を年 1

回開催し、講座の終了後、成年後見事j度に関する無料相談会を開催します。

③市民後見入養成研修の開嬢

地域における権科擁護を市民参蕗で進めるため、市民後見入を養成し、

後見活動を安定的に行うための支援を行います。今年度、音更信J.池田町・

幕別町の 3町合間で市民後見人養成研移を開催します。

④市民後見人養成研穆修了者との連携

普及替発活動や法人後見支擁員〈幕別町市民後見人養成研修修了者の内、

法人後見支援員に登録をされている方〉の活動を過し、 f市民後見の会まくべ

つj と緊密な連携を留ります。

⑤市民後見人養成研修惨了者に対するフォ口一アップ萌穆の実施

市民後見人の知識及び意欲の維持向上を図るため、フ才口一アップ研修

2盟開催します。年2屈の内?回!久市民後見人養成研修穆了者間のJ情報

交換や交流の機会を設けるため、也市町村の市民後見人養成研修移了者との

合需研修を実施します。

⑤後見実施機関運営協議会の

後見実施機関の業務 を行い、適正な後見業務を担保するため、後見

。実施機関運営協議会を運営します(年4回

⑦地域連携ネットワーク及び中核機関の検討

成年後見制度の利用の促進に関する に基づき、地域連携ネットワーク

の構築と中核機関の役割等について、関了と検討いたします。

(3) 日常生活自立支援事業〈北海道社会搭祉協議会からの

判断能力に不安のある方に対し、議社サービスの利用援助、日常的な金銭

管理等のサーピスを提供しま

(4)法人後見事業(幕別町社会福祉協議会の独自事業〉

①法定後見の

法定後見(後見聴保佐・補助)の受任により、成年被後見人等の
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(生活、療養看護に関する事務〉や財産管理(預貯金の管理及び払い民し

を、法人後見支援員と連携‘協力しながら、 fまくさ!まJ職員が後見活動の

を担います。

②法人後見運営委員会の運営

の適切な運堂を図るため、法人後見運営委員会を運営します

〈必要時開催〉。委員会では、幕別町社会福祉協議会が法定後見安受任する

こと又はその候補者になること等について審議をします。

③法人後見の推進

地域貢献や権利擁護の推進の観点から、後見報酬が無報酬となる場合でも、

種極的に成年後見人等を受任します。

{成年後見サポートセンタ…まくさぽ年間予定表]

6月

月

一

月

一

時

7
一

8
一
げ
一

1
一

2
心
的

幕別町民向iナ講産(内容未定〉

市民後見人養成研修説明会〈町民向け講座と向日)

市民後見人養成研修申込開始

市民後見人フォ口一アップ研穆(内容未定)

(定例〉後克実施機関運営協議会

市民後見人養成研修 (8月22日から 10月3日の全?回)

(定例〉後見実施機関運営協議会

(定額IJ)後見実施機関運営協議会

市民後見人フ才口一アップ窃修〈支援員活動報告)

法人後見運営委員会
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3 ヂイサービスセンター業務係

【幕別町社会福祉協議会ヂイサーピスセンター】

1 .基本方針

(1 )料用者が住み1畏れた地域、生活環境において、可能な程サ在宅生活を継続して

いiするように、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう生活機能の維持又!ま向上を自指し、個々に必要な機能訓練及び日常生活の

擦助を行います。

(2)孝IJ用者の社会的孤立感の解消と心身機能わ維持を行います。

(3)科用者及び家族等のニーズを的確に捉え、利用者の人格を尊重した援助を行い、

の身体的、精神的負担の軽減を関ります。

(4)地域において必要とされ続けるヂイサーピスセンタ 目指します。

2事業

(1) 1日平均利用者数を 20名以上とし、琢働本 80%以上を目指します。

(2)一人ひとサの利用者及び家族の希望やニーズに沿った接助を行うと共に、毎臼

のプログラム計画を基に、利用者に応じた施設内歩行リハビリ(ウオーキング〉

や機能訓練、摺活性化プログラムを行い、身体機能維持と機能低下予{坊、

防を自標に取組んでいきま

(3)今年度の教組として、“接理なく‘楽しく・継続できる"レクソエーションをコン

セプトとして、こころと身体の鍵麗維持-改善を目指す新たなレクリエーション

を実擁します。

(4)生きる喜びを引き出すデイサーピスを呂指して、手!J用者とのコミュニケーショ

ンを大切にしながら、満足して頂けるサービスの提棋と心のこもった対誌を

常に心掛け、京j用者に寄り添ったサービスを行う事で利用者が安心して科

できる場所を提供していきます。

(5) 日憶の感染症対策と鍵康管理を職員を含め徹底します。

3事業内容

(1 )生活相談

利用者及び家族の各種相談に応じ、内容に応じて

連絡調整を行い利用者 を支えるとともに、

ケアマネージャーと

介護負担の軽減を

留ります。利用者がその人らしく利用が出来るように援助し、日々変化する

状iこ対して、職員は専門的知識をしっかりと持ち利用者本人及び家族の

行っていきます。
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①生活相談

②在宅での介護方法についての相談・助言

③その他指定通所介護に係る必要な相談援助

(2)送迎サービス

利用者個人の心身状態及び地理的状況等を考慮、した送迎車苅・送迎ルートを

設定し、無理のない送迎サービスを提供します。また、安全運転を念頭に置い

た走行及び車両の定期的な点検調整備を行い、利用者の安全確保に注意を払い

ます。車両内外の清掃を徹底し、利用者が快適に乗車で、きるよう努めます。

①乗車・下車時の介助

②乗車中の状態観察

③迎え時の状態確認ー送り時の状態報告

④シートベルト着用及び車椅子固定の確認

(3)食事サービス

利用者個人の状態及び晴好を把握し、食事内容筒形態及び食事用具の検討を

行います。栄養面圃食事制限等に配慮、しながらも、利用者が食に喜びを感じ

られるような食事サービスを提供します。美昧しく、楽しく召し上がって頂く

ことを基本とし援助を行います。

①食事介助(食事状況の見守り)

②聴下状態及び食事摂取量の観察

③口腔体操による礁下訓練

④口腔ケア

(4)入浴サービス

利用者個人の状態賓希望に応じ、最適な入浴サービスを提供します。必要に

応じ在宅での入浴確保のための助言、訓練等を行います。また、快適な入浴が

出来るよう環境整備に努めます。

①入浴種類:一般浴

②その他の介護:衣類着脱・身体の清拭=洗髪・洗身=浴室内外の移動・浴槽

の出入り等

(5)機能訓練

利用者の心身機能の維持向上並び、に在宅生活の継続に役立つ内容を取り入れ

ながら援助を行います。

①日常生活動作(個別対応)

②アクティビティサービス〈行事等の活動で脳の活性化も図る)

③集団リハビリ(活動プログラム)

④個別リハビリ(動作訓練・レクリエーション等)

⑤施設内歩行リハビリ(ウオーキング)

⑥脳活性化プ口グラム(認知予防学習療法・間違い探し・塗り絵等)
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(6)その他ぬ日常生活上の援助

利用者舘人の有する能力"可能性 し、一人ひとりの個別性を した

自立支援を呂指し、サービス提供を行いま

①移動:歩行状態の確認・適切な歩行器異の紹介事車椅子操作の指導及び介助

排j世:トイレ動作の訓練・介助・

@そC他必要な身鉢の介護

くわ活動レクワエ…ション等ブ口グラム

ザ・声掛け誘導，おむつ交換

年間活動計甑を立て、 3ヶ月ごとの誕生日会や季節の行事に合わせたレクソ

エ…ション等、利用者のニーズに合わせた企画・運営を行います。受動的プロ

グラムから能動的ブ口グラムへと転換を図り連成惑を味わう事や、日常生活の

中で潤いを与えるとともに、楽しみや喜び、生きがいを充足し、心身および

生活の活性化に繋げま

(8)鍵綾管理

利用者の健康状態を観察し把握することで鑓農管理及び健康指導を心掛け、

異常の早期発見・早期対誌を努めます。緊急時は家族等及び主治誌との連携に

より、迅速かっ最善の対応に努めます。また、感染症予坊のための遷窃な対応

及び対策の徹底を殴ザます。

①バイタル漂11定 ③体重漠IJ定 ③状態態察 ④健康相談 ⑤感染症予訪

⑤再販・外用薬の管理および投与

(9)適所介護計関等に基づくサーピス提供

利用者の賠宅サーピス計画等に沿って、利用者並びに家族等の意向と在宅で

の生活状況の把握に努めて通所介護計臨書等を作成したよで、より良い在

生活を継続できるようにサービスを提供し、ぞお評錨を行います。

(10)相談‘苦，個人情報等への対応

①苦'1雪解決の仕組みに関する要鱗に基づいて、相談・苦情等iニ適切に対応でき

る体寄せをとるとともに、日頃から利用者並びに家族等、また、居宅介護支援

事業者や他サーピス事業所、保険者等の関係機関との連携を密にします。

②鰭人情報については、本会の基本方針、利用呂的に基づいた取扱いを行い

す。また、職員に業務上知り得た利用者またはその家族等の秘密を銀持する

とともに、職員でなくなった後においても守秘義務があることの周知徹蕊

図ります。
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{ヂ、イサービスセンタ一日課表】

11 : 00 

11 : 30 

12: 00 

12: 30 

13:00 

14: 00 

14:30 

15: 15 

15:30 

チェック(血圧、体混、脈拍、問診)

朝の会毒館別機能訓練(施設内

a 計算・数字盤 100) 

午後入浴-個別機能訓練(漉設内歩行 1)ハピリ)・脳活性化プ口グラム・

水分補給

各種ブ訂グラム活動務喫茶タイム

個別機能訓練〈レクリエ…ション)

水分檎給

送ヲ出

{ヂイサービスセンタ一年間行事計酪表〕

4月

5月 (4・5・5丹生まれの方〉誕生日会

61=1 |展示の り絵作成

7月 |(7 . 8 . 9出れ附誕生日会

8片 七夕(創作ト襲祭り-盆揺り大会

1 1月 (1 0・11・12月 日会

1 2 クリスマス会・忠年会

1月 百人一 a 節分絹豆まき

3 
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4 高齢者就労センタ-業務係

{幕別町社会福祉協議会高齢者就労センタ-]

1基本方針

幕別喜子高齢者就労センターは、 f高齢者の永年蓄積された経験、技術、能力を生か

し、地域社会に貢献するとともに働くことの中から生きがいを求め、高齢者の福祉

の向上に資することを目的とするJという基本理念に基づき、各会員がセンタ…

会員としての自覚を持ち、「親切・丁寧・誠実な仕事j を提供することによっ u

町民の皆様から信頼されるセンターを目指します。

2.事業自標

(1 )会員の事故前止に努め、安全な就業の

①会員の紫質向上を図る

②安全意識の普及啓発として各謂穆会の実施や講腎への参加を促す

ー伐探等サ…ピスの一部休止

④会員の健康維持

(2)就業機会の確保と新規事業の実施

(3)就労 10か年計画の

3事業内容

(1 )会員の事故訪止に努め、安全な就業の確立

①会員の資繋向上を図る

ここ数年の会員による重大事故や、斑及び存業の統制が取れていないこと

から、会員の規簿保持!こ関する蓄約を制定し、会員及び作業事故ゼ口を屈指し

ます。

②安全意識C普及啓発として各研修会の実施や講習会への参加筆促す

全体での安全作業講習、各班や作業別会員への個別指導、「安差是衛生教書講習

会j の半額助成を行います。

③算定‘伐採等一部サーピスの休止

な作業を行える会員の不足のため、部定，伐採等の…部サービスを休止

し、現会員並びに新規会員の育成を行い、令和7年度のサービス再開を自指し

ます。

④会員の健康維持

の鍵康維持や基礎疾患による事故防止のため、掛かり付けの病院や幕別

町が行うスマイル検診の受診を促します。

-32 



(2)就業機会の確保と新規事業の実施

公共事業については、柱である土木課との業務譲整を臨時行い、安定した

就業機会と財源の確保を行います。また、関{系各所についても、新たな業務

受託に向けて要請を継続します。なお、休止予定である伐採・欝定についても、

公共事業は実施していく予定です。

忠類地区における公共事業については、忠類総合支所との協議を継続して

いき、同時に忠類地区での fお仕事説明会j を実施し、就労センター忠類支部

の再開を自指します。

民間事業については、伐採 a欝定等一部サーピスを休止します。それに伴い、

会員が無理なく作業を行える新たな受注の開拓や、冬期間に行えるような新た

な新規サービスの制度設計を行います。また、移動式トイレをリースし、作業

環境が悪い場所でも、会員が安心して作業を行えるよう努めます。

(3)就労 10か年計画の実施

現在保荷又は保管している物品及び在産の整理を行い、単年度に支出が集中

しないよう数量や商品内容を十分!こ検討し、耐久消耗品や髄品の更新を進め

ます。

[高齢者就労センタ一年間予定表]

春季班長会議(上旬札内〉

4月 i 事業説明会(上旬札内〉

5月

8 

1 1 

1 2月

2月

堆肥販売 (29日 スマイルパーク駐車場)

会員交流研穆会(下旬)

お盆休み (13日---1 6日)

秋季班長会議及び慰労会〈下旬 札内)

会員研修交流会〈下旬 札内)

年末年始休み (12月29日r--;1月 3El) 

令和 7年度会員登録受付〈上旬---)
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「組織図jφ幕別町社会福祉協議会

【議決機関】

評議員会

く選出区分>
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